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令和元年度 第１回 長野市放課後子ども総合プラン推進委員会

議事要旨 

○開催日時  令和元年７月３日（水） 午前 10 時から午前 11時 50 分まで 

○場  所  市役所第２委員会室 

○出席委員  小山  隆  放課後子ども総合プラン運営委員会（浅川小学校区） 

堀内 澄子  古牧児童センター母親クラブ 

石田 三千夫 長野市民生委員児童委員協議会 

伊藤 美知子 長野市ＰＴＡ連合会 

北澤 麻弥  放課後子ども総合プランアドバイザー 

熊谷 久仁彦 長野上水内校長会（小学校校長会） 

塚田 貞夫  長野市放課後子ども総合プラン館長・施設長会 

萩原 かづ代 放課後子ども総合プランコーディネーター(豊野東小学校区)

山川 千惠子 公募委員 

吉池 優子  公募委員 

○欠席委員  なし 

○出席事務局  12 人（浅川こども政策課長ほか） 

○傍 聴 者  １人 

○報道機関  なし 

○議事要旨 

発言者 内容 

１ 開会 

推進委員会として成立していることを報告 

公開であることを説明 

２ あいさつ 

 小山委員長 

 浅川こども政策課長 

３ 自己紹介 
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事務局 
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事務局 
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委員 

事務局 

委員 
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４ 議事 

（１）放課後子ども総合プランの実施状況について 

資料１により説明 

 指定管理者を選定するに当たっての審査項目や配点は公開されてい

るのか。 

 審査項目は、団体の財務状況や実績、管理運営に関する提案等であ

る。公開については確認していない。 

 今回、選定方法が非公募から公募になったことは評価できる。選定

に当たっては、コスト面だけでなく質の面からも考慮をお願いしたい。

子どもたちにしわ寄せが行かないよう、支援員・補助員の質の向上や、

どのように子どもたちに関わっていくのか、また、子どもたちの悩み

に応えてあげられるかといった視点で選定をお願いしたい。 

 ハード面・ソフト面で事業の充実に取り組んでいただいており、あ

りがたい。また、指定管理者の選定に当たっては、民間事業者の参入に

より、子どもたちの居場所が確保されるのかが心配であり、その点を

重視いただきたい。 

 児童館・児童センターは、放課後子ども総合プラン事業に登録して

いない児童が、いったん帰宅してから利用できることとなっているが、

市では、そのような登録外児童の利用をどう考えているのか。 

 児童館・児童センターは、児童福祉法に基づく児童厚生施設であり、

18 歳未満は誰でも利用できることとなっているが、本市では留守家庭

児童の放課後の居場所として整備されてきた経緯があり、現在は主に

放課後子ども総合プラン事業の拠点施設として利用している。登録外

児童の来所を拒むものではないが、いったん帰宅してから来所するよ

り学校から直接来所いただいた方が好ましく、この場合には、放課後

子ども総合プラン事業の趣旨をご理解いただき、登録いただくようお

願いしている。 

 登録外児童の利用は少数かもしれないが、受け入れは、児童の問題

行動の防止にもつながるので、重視いただきたい。 

昨年度実施した県の支援員認定資格研修について、長野市の受講者

は４日間の日程を同じ会場で受講することとされており、日程が合わ

ずに受講できなかった人もいたという。他の自治体の受講者は、複数
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の会場でカリキュラムを分けて受講できたと聞いている。長野市でも

柔軟な対応をお願いしたい。 

 そのような事例は把握していないが、要望にお応えできるかどうか、

県や研修を受託する事業者に確認してみたい。 

 私立小学校に通学する児童が入所できるのは、居住する校区の施設

なのか、学校が所在する校区の施設なのか。 

 原則として居住する校区の施設になる。信州大学教育学部附属長野

小学校の児童は、長野電鉄沿線の三輪小学校区や柳原小学校区の施設

を主にご利用いただいている。 

 指定管理者が行う業務とは何か。 

会計検査院の指摘により、指定管理業務と放課後子ども総合プラン

事業の会計を区分しているため、児童館・児童センターの指定管理者

に放課後子ども総合プラン事業を委託しているが、業務内容では放課

後子ども総合プラン事業が大部分を占めている。 

指定管理者が交代した場合、施設の業務はどのように変わるのか。

書類の提出先が変更になったりするのか。 

指定管理者が変わる場合、新旧の事業者の間で業務のすり合わせと

引継ぎを行っていただく。両者の協議には市職員も参加し、業務の整

理を行いたい。 

指定管理者の交代により、職員の賃金等に格差は生じないのか。 

市では従前の賃金水準を提示し、これを下回らないよう配慮をお願

いしたいと考えているが、賃金は事業者が決めるものなので、事業者

間で格差が生じることも考えられる。なお、現職員については、継続雇

用いただくようお願いをしている。 

３地域で指定管理者が異なった場合、サービスの質に格差が生じる

可能性がある。市条例やガイドラインに沿った運営により一定の水準

を確保するが、事業者間で情報を共有することで、水準を上回るサー

ビスについては、他の事業者も参考にして取り組んでいただき、全体

としてのレベルアップを図っていきたい。 

指定管理者に保護者が直接料金を支払うようなことはないのか。 



- 4 - 

事務局 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

事務局 

委員 

事務局 

委員 

委員 

委員 

自主事業として、割引券やサービス券を配布することが考えられる

が、利用料については、指定管理者に直接支払うことはない。 

 児童館・児童センターを午前中に活用することはできるのか。 

 児童館・児童センターの開館時間は、市条例により午後１時からと

しているが、開館時間外の使用を認めている。地域の行事や育児サー

クルなどに積極的に利用いただいており、目的外利用申請書を提出い

ただき、使用目的を審査した上で承認している。 

 指定管理者も同様に使用することはできるのか。 

 使用目的による。 

支援員が午前中から働けるようにすることにより、人員を確保しや

すくなるのではないか。 

松本市の児童館は、午前から開館している。本市の場合、子育て支援

センターがその役割を担っているが、今後ニーズがあれば検討したい。

（２）自己評価の実施結果について 

資料２により説明 

 評価項目１について、評価指標の全てが 100％では、本来の課題が見

えてこない。利用者である保護者や児童へのアンケート調査を実施す

るよう市が方針を示してほしい。 

 アンケート調査については、近々、実施したいと考えている。 

 評価結果の公表について、実施初年度でもあり、施設では公表の仕

方に悩まれたことと思う。公表できないのであれば、何に問題がある

のかを検証し、公表する施設が 100％になるようお願いしたい。 

 評価項目４のコメント欄で、学校との連絡会や保護者との懇談の機

会を設けている事例が紹介されており、施設の取り組みに感謝してい

る。学校では、いじめや不登校などの課題があり、今後も施設とは積極

的に連携して、解消を図っていきたいと考えている。 

 地域ボランティアの掘り起しについて、達成度が低く、また、掘り起

しは難しいとのコメントもあるが、実際にはどのように掘り起しを行
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っているのか。ボランティアとして活動できる人材は多いと思うが、

地区の回覧などで募集のお知らせを見たことはない。もっと積極的に

働きかける方策があるのではないか。 

 ボランティアの活用については、地域によってかなり差がある。積

極的に発信している事例や地域と連携して取り組んでいる事例につい

ては、コーディネーター研修会で紹介し、共有を図っていきたい。 

 地域ボランティアの発掘は、本来コーディネーターの仕事であるが、

コーディネーター自らが仕事の範囲を狭めているような気がする。 

 コーディネーターの活動については、校区や施設で温度差があると

認識している。放課後子ども総合プランに対する期待として、放課後

の居場所の確保のほか、交流や体験など活動内容に関する声が高まっ

てきている。研修会を通して情報提供をし、また、うまくいかない点が

あれば一緒に考えながらレベルアップを図っていきたい。 

 保護者と支援員とが余裕を持って情報交換できるよう駐車場の充実

を図っていただきたい。 

 送迎用の駐車スペースがない施設については、近隣に駐車場を確保

できないか、また、学校の敷地をお借りできないか、個別に調査しなが

ら確保を進めている。 

（３）児童福祉法の一部改正について 

資料３により説明 

（４）その他 

自己評価の人権への配慮について、引っかかる内容がある。「使って

はいけない言葉を掲示し、差別等がないようにしている。」とコメント

欄にあるが、使ってはいけない言葉を掲示することと、差別をなくす

ことは違うのではないか。子どもたちが汚い言葉を使った場合は、言

われた側の身になって考え、相手を思いやるよう支援すべきではない

のか。 

委員のおっしゃる通りで、言葉の良い悪いではなく、その言葉を使

ったそのお子さんの背景には何があるのかを見極めて判断しなくては

いけない。頂いたお話は、今後の職員研修に生かしたい。 

この事例については、他施設で誤って運用されることも考えられる



- 6 - 

委員 

委員 

事務局 

ので、資料の当該記載は削除した上で、事業者に公表したい。 

人権に配慮するとは何か、人格を尊重するとは何かを分かっていな

い方もいらっしゃるので、各人が自分を振り返ることができるような

研修をお願いしたい。 

アンケート調査により保護者の意見をお聴きするのは大事だと思

う。実施する際には、施設職員が内容を確認できないよう、封書で提出

するなどの配慮をお願いしたい。 

保護者アンケートの実施を検討しているところである。その際には、

プライバシーにも配慮して実施したい。 

５ 閉会 

以上  


